
資料６ 

福岡市自殺対策協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 近年、我が国の自殺（自死）死亡者数は急増し、特に、中高年世代における際だった増

加は大きな社会問題になっている状況等を踏まえ、自殺対策に関して、各関係機関・団体

が緊密な連携を図るとともに、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、福岡市自殺

対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

（１）自殺の実態に関する事項 

（２）自殺予防対策に関する事項 

（３）危機介入等に関する事項 

（４）自死遺族支援に関する事項 

（５）その他自殺対策の推進に関して必要な事項 

 

（構成） 

第３条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

 ２ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

 ３ 会長は、会務を総理し、会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

 ４ 前条の活動にあたり、会長が必要と認めるときは専門部会及び専門委員を置くことができ

る。 

 ５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補充

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第４条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。 

 ２ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 ３ 協議会は、原則として公開とする。ただし、福岡市情報公開条例に規定する非公開にでき

る理由がある場合は、この限りではない。 

 

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、福岡市精神保健福祉センターに置く。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

  附則 

 この要綱は、平成１８年１１月１４日から施行する。 

 この要綱は、平成１９年６月２６日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年５月１４日から施行する。現在、選任されている委員の任期は、第３条

の規定に関わらず、平成２９年３月３１日までとする。 


